
一般質問

順 序 区 分

1 個人 田 崎 あ き ひ さ 議 員

2 個人 岡 崎 つ よ し 議 員

3 個人 山田けんたろう 議 員

4 個人 さ さ せ 順 子 議 員

5 個人 野 村 ひ ろ し 議 員

6 個人 木 村 さ ゆ り 議 員

7 個人 青 山 直 道 議 員

8 個人 伊 藤 真 規 子 議 員

9 個人 大 島 令 子 議 員

10 個人 川 合 保 生 議 員

11 個人 加 藤 和 男 議 員

12 個人 冨 田 え い じ 議 員

13 個人 わたなべさつ子 議 員

14 個人 な か じ ま 和 代 議 員

15 個人 さ と う ゆ み 議 員

16 個人 石 じ ま き よ し 議 員

令和３年第４回　長久手市議会定例会　議事日程（案）

氏 名

１２月７日(火)

６　人

１２月８日(水)

５　人

１２月９日(木)

５　人



























　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和３年１１月２６日(金)午前１０時開議

第１ 諸般の報告

請願の提出について

第２ 諸般の報告に対する質疑

第３ 議案第５３号

（委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論採決）

第４ 請願第３号新疆ウイグル自治区における人権侵害問題に関して意見書を求

める請願

（請願の上程、紹介議員の説明）

第　５ 議案第５４号令和３年度長久手市一般会計補正予算（第１０号）から議案

第６３号まで及び請願第３号

（議案等に対する質疑、委員会付託）

令和３年第４回長久手市議会定例会議事日程（第２号）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和３年１２月７日(火)午前９時３０分開議

第１ 一般質問

（個人質問）

議員

議員

議員

議員

議員

議員

令和３年第４回長久手市議会定例会議事日程（第３号）

田 崎 あ き ひ さ

岡 崎 つ よ し

山田けんたろう

さ さ せ 順 子

野 村 ひ ろ し

木 村 さ ゆ り



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和３年１２月８日(水)午前９時３０分開議

第１ 一般質問

（個人質問）

議員

議員

議員

議員

議員

令和３年第４回長久手市議会定例会議事日程（第４号）

青 山 直 道

伊 藤 真 規 子

大 島 令 子

川 合 保 生

加 藤 和 男



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和３年１２月９日(木)午前９時３０分開議

第１ 一般質問

（個人質問）

議員

議員

議員

議員

議員

令和３年第４回長久手市議会定例会議事日程（第５号）

冨 田 え い じ

わたなべさつ子

な か じ ま 和 代

さ と う ゆ み

石 じ ま き よ し



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和３年１２月１７日(金)午前１０時開議

第１ 議案第５４号から議案第６３号まで及び請願第３号

（委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論採決）

令和３年第４回長久手市議会定例会議事日程（第６号）



日 次 月 日 曜日 開 催 時 間 摘 要

第１日 2月24日 木 午前10時
開会、本会議　　会議録署名議員指名、会期の決定、　　　　
諸般の報告、議案（上程、説明）　

第２日 2月25日 金 午前10時
本会議　　議案（質疑、委員会付託）　
散会後　予算決算委員会

第３日 2月26日 土 休　　　　　　会

第４日 2月27日 日 休　　　　　　会

第５日 2月28日 月 午前9時30分 常任委員会

第６日 3月1日 火 午前9時30分 常任委員会

第７日 3月2日 水 午前9時30分 常任委員会

第８日 3月3日 木 休　　　　　　会

第９日 3月4日 金 午前9時30分 常任委員会

第１０日 3月5日 土 休　　　　　　会

第１１日 3月6日 日 休　　　　　　会

第１２日 3月7日 月 予　　 備 　  日

第１３日 3月8日 火 予　　 備 　  日

第１４日 3月9日 水 午前9時30分 本会議　　一般質問

第１５日 3月10日 木 午前9時30分 本会議　　一般質問

第１６日 3月11日 金 午前9時30分 本会議　　一般質問

第１７日 3月12日 土 休　　　　　　会

第１８日 3月13日 日 休　　　　　　会

第１９日 3月14日 月 予　　 備 　  日

第２０日 3月15日 火 休　　　　　　会

第２１日 3月16日 水 午前9時30分 予算決算委員会

第２２日 3月17日 木 予　　 備 　  日

第２３日 3月18日 金 休　　　　　　会

第２４日 3月19日 土 休　　　　　　会

第２５日 3月20日 日 休　　　　　　会

第２６日 3月21日 月 休　　　　　　会

第２７日 3月22日 火 午前10時 議会運営委員会

第２８日 3月23日 水 休　　　　　　会

第２９日 3月24日 木 午前10時
本会議　　議案（委員長報告、委員長報告に対する質疑、　　
討論採決）　閉会

２月　３日(木)　午前１０時　 議会運営委員会

２月　９日(水)　午前　８時３０分から　２月１０日(木)　正午まで　　　

一般質問通告受付

２月１０日(木)　正午　　　 　 陳情書及び請願書等受付締切り

２月１７日(木)　午前１０時　 議会運営委員会

令和４年第１回長久手市議会定例会会期日程（案）

（令和４年２月２４日～３月２４日　２９日間）



令和３年１２月○○日

長久手市議会情報通信機器使用基準申合せ事項

（目的）

第１条 この基準は、長久手市議会基本条例に基づき、更なる議会改革

を目指すため、ICT 技術を活用することで、議会機能の強化をはかり、

情報通信機器が適切に使用され、議会の見える化、議会運営の効率化、

議会の活性化、危機管理体制の強化等を図るために必要な事項を定

めることを目的とする。

（定義）

第２条 この申合せにおける用語の定義は、次に定めるところによる。

⑴ 会議 地方自治法第１０２条第 1 項で定める定例会、臨時会、長

久手市議会委員会に関する条例に規定する常任委員会（分科会を含

む）、議会運営委員会、特別委員会並びに長久手市議会会議規則第

１１６条に定める協議又は調整を行うための場をいう。

⑵ 情報通信機器 電子的にデータを処理する機能を持ち、事務処理

に使用する機器(パーソナルコンピュータ、携帯電話、スマートフ

ォン及びタブレット端末等）をいう。

⑶ 会議用システム 主に会議資料等のデータを閲覧するために使

用するシステムのことをいう。

⑷ グループウェア 議会の情報連絡、スケジュール管理等のサービ

スを提供するためのソフトウエアをいう。

⑸ アカウント ネットワークやコンピュータなどにログインする

ための権利をいう。

（情報通信機器の使用）

第３条 議場又は委員会の会議室において、情報通信機器を使用する

議員、議会事務局職員及び執行機関の関係者（以下「使用者」という。）

は許可申請書（様式１）を議長に提出し、許可を得るものとする。た

だし、貸与された端末（以下「貸与端末」という。）については許可

申請書の提出は不要とする。

２ 会議の出席者は、会議に情報通信機器を持ち込んで使用する場合

は、当該会議の目的外で使用してはならない。

（案）



３ 情報通信機器の使用に係る通信手段は、使用する情報通信機器に

最適なものを使用者が選択する。

（端末機の貸与）

第４条 議長は議会活動及び議員活動に使用するため、議員ひとりに

１台貸与するものとする。

２ 議員は、会議又は議員活動のため必要な情報の収集、情報伝達等、

貸与端末を有効に利用しなければならない。

３ 議員は、貸与端末を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

４ 貸与端末へのアプリケーションソフトウエアの導入は、会議その

他の議員活動に必要なものに限定し、アプリケーション導入許可申

請書（様式２）を議長に提出する。

５ 貸与端末の使用に係る通信料は、市が構築（契約）した範囲内とし、

追加等を認めない。

６ 議員は、貸与端末の使用権限がなくなったときは、直ちに議長に返

却しなければならない。（注１）

７ 貸与端末を返納する場合は、データの消去、性能・機能の復元等、

原状回復を行わなければならない。

８ 使用者は、貸与端末を紛失、破損等発生させた場合、又は第三者に

損害を与えた場合は、速やかに事務局へ届け出るものとする。

（情報通信機器の取り扱い）

第５条 議員は、情報通信機器を使用する場合は、議会の品位を重んじ

た良識ある使用を心がける。

（会議用システム等の利用者）

第６条 会議用システム等は、各システムのアカウントを持つ使用者

でなければ利用してはならない。

（グループウェアの利用）

第７条 グループウェアの利用については別に定める。

（禁止事項）

第８条 使用者は、情報通信機器を使用するときは、次に掲げる事項に

ついてはこれを禁止するものとする。

⑴ 会議中に音声や操作音を発する等、会議の運営上支障となる行

為を行うこと。

⑵ 会議中に議長又は会議の長の許可なく会議の写真、映像等の撮影、



録音等をすること。

⑶ 会議中に電子メールの送信、SNS（ソーシャルネットワーキング

サービス）、掲示板等への投稿を行うこと。

⑷ 貸与端末の改造、交換及び拡張機器の追加、動作環境の変更をす

ること。

⑸ 貸与端末の性能、設定、及び機能を変更すること。

⑹ 会議中に議会活動及び議員活動に関係のないウエブサイトの閲

覧及びソフトウエアを使用すること。

⑺ その他議長が定めたこと

（違反行為に対する措置）

第９条 前条に違反したときは、議長又は会議の長から注意を与える。

なお、再三の注意によっても違反が改められない場合は、情報通信機

器の使用を制限させることができる。

（遵守事項）

第 10 条 使用者は、次の各号に次に掲げる事項を遵守するものとする。

⑴ 情報の送受信は、使用者の責任において行う。

⑵ 使用者は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、既そん等

の防止に努める。

⑶ 使用者は、議会及び市から付与されたシステム等のアカウント

を適切に利用するとともに、アカウントに関する情報を適切に管

理する。

⑷ 個人情報等の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、議

長に報告し、必要な措置を講ずる。

（セキュリティ対策）

第 11 条 使用者は、市の情報及び会議用システム等の保全措置に関し、

積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。

（費用負担）

第 12 条 貸与端末の使用に当たり、次に掲げる費用は、使用者が負担

するものとする。

⑴ 第４条第４項に規定するアプリケーションソフトウェアの導入

に要した費用

⑵ 第４条第８項の規定により生じた費用

⑶ 第８条の各号の規定に違反したことを原因として生じた費用



（補則）

第 13 条 情報通信機器の使用に関し、必要な事項は議会運営委員会で

協議するものとする。

２ この申合せについて定めるもののほか、必要な事項は議長が議会

運営委員会の意見を聴いて定める。

附 則

この申合せは、令和４年１月４日から施行する。

（注１）使用権限がなくなったときとは、任期の途中で議員が辞職する場合。

議員の改選の際は、任期満了後直ちに返却する。


